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報告第２号 

 

 

 

専 決 処 分 報 告 

 

 

 

 次の事件は，地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のように専決処分し

たので，同条第３項の規定により市議会に報告し，その承認を求める。 

 

 

   平成２２年６月１１日提出 

 

 

 

                       芦屋市長 山 中  健 

 

 

 

 

記 

 

芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

処分理由 

 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，急施を要したので専決処分したもの。 
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専決第２号 

 

 

 

芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 別紙のように，芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することにつ

いて，地方自治法第１７９条第１項の規定により，専決処分する。 

 

 

   平成２２年３月３１日 

 

 

 

                       芦屋市長 山 中  健 
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芦屋市条例第１４号 

 

 

   芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

芦屋市国民健康保険条例（昭和３８年芦屋市条例第１０号）の一部を次のように改

正する。 

 

第１６条第１項中「，又は１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者とな

つた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた」の次に「，若しくは国民健康保

険法施行令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象

被保険者等」という。）となつた」を加え，「増加又は」を「増加若しくは」に改め，

「場合を除く。）」の次に「又は特例対象被保険者等となつた場合」を，「なくなつ

た日」の次に「又は特例対象被保険者等となつた日」を加える。 

 

第１７条の次に次の１条を加える。 

 （特例対象被保険者等の特例） 

第１７条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

特例対象被保険者等である場合における第１１条第１項及び前条第１項の規定の適

用については，第１１条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総

所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する

給与所得が含まれている場合においては，当該給与所得については，同条第２項の

規定によつて計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。第

２項において同じ。）」と，「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方

税法」と，前条第１項第１号中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例対

象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれ

ている場合においては，当該給与所得については，同条第２項の規定によつて計算

した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。」と，「ついては，

同法」とあるのは「ついては，地方税法」とする。 

 

第２１条の２の次に次の１条を加える。 
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 （特例対象被保険者等に係る届出） 

第２１条の３ 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は，次に掲げる事項を記

載した届書を市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 特例対象被保険者等の氏名 

(3) 離職年月日 

(4) 離職理由 

２ 前項の届出は，特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令

第３号）第１７条の２第１項第１号に規定する雇用保険受給資格者証を提示して行

わなければならない。 

 

附則第３条中「「第３１３条第３項」を「「同法第３１３条第３項」に改める。 

 

 

   附 則 

  

（施行期日） 

１ この条例は，平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は，平成２２年度分以後

の年度分の保険料について適用し，平成２１年度分までの保険料については，なお

従前の例による。 
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参 照  

 

 

   芦屋市国民健康保険条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，所要の改正を行ったもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 非自発的失業者に対する保険料の軽減措置 

ア 被用者保険の加入者が非自発的理由により国民健康保険に加入する場合，離

職日の翌日から翌年度末までの間，当該失業者本人の給与所得を１００分の３

０に軽減して保険料を算定する。（第１７条の２関係） 

イ 上記アに係る届出の規定の整備（第２１条の３関係） 

 

(2) その他所要の規定の整理 

 

３ 施行期日等 

 (1) 平成２２年４月１日 

(2) 改正後の規定は，平成２２年度分以後の年度分の保険料について適用し，平成

２１年度分までの保険料については，なお従前の例による。 

 


